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最近の感染状況等について

令和３年11月12日（金）
厚生労働省

資料１



＜感染状況について＞
・ 全国の新規感染者数（報告日別）は、今週先週比が0.76と減少が継続し、直近の１週間では10万人あたり約１と、昨年の夏以降
で最も低い水準が続いている。また、新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数や死亡者数も減少が続き、重症者数は
昨年の秋以降で最も低い水準になるとともに、死亡者数は今回の感染拡大前の水準を下回った。
実効再生産数：全国的には、直近（10/24時点）で0.81と１を下回る水準が続き、首都圏では0.72、関西圏では0.89となっている。
（注）死亡者数は、各自治体が公表している数を集計したもの。公表日ベース。

直近の感染状況の評価等

＜今後の見通しと必要な対策＞
•多くの市民や事業者の感染対策への協力やワクチン接種率の向上（２回接種完了者は全国民の７割超。12～19歳では約７割が
１回接種済）等により、11月以降も全国的に新規感染者数の減少が続き、非常に低い水準となっているが、感染伝播はなお継続
している。一部の地域では夜間の滞留人口の増加が続くとともに、飲食店や施設等でのクラスターの発生や感染経路不明事案の
散発的な発生による一時的な増加傾向が見られるが、継続的な増加傾向を示す地域はない。今後、気温の低下により、屋内での
活動が増えることにも留意が必要であり、年末に向けて、忘年会、クリスマスやお正月休み等の恒例行事により、さらに社会経済
活動の活発化が想定される中で、今後の感染再拡大も見据え、現在の感染状況が改善している状態や低い水準を維持していく

ことが重要。
•このため、引き続き、クラスター対策としての積極的疫学調査を徹底することにより、感染拡大防止につなげることが重要であり、
また、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要。ワクチン接種が先行する諸外国において、中和抗体価の低下等によるブ
レークスルー感染や大幅な規制緩和の中でのリバウンドが発生している状況もあることから、対策の緩和を進める際には留意が
必要。あわせて、追加接種に向けた検討を進めていくことも必要。

•これらの状況を踏まえ、今後もワクチン接種を進めるとともに、一人ひとりが、感染拡大を防止するための行動を取ることが必要。
ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、ゼロ密や換気といった基本的な感染対策の徹底について、引き続き、市
民や事業者の方々にご協力いただくことが必要。また、少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うことが求められる。飲食の際に、
一定のリスクの高い状況が重なると集団感染に繋がる恐れもあることを踏まえ、第三者認証適用店を選び、飲食時以外はマスク
を着用することが利用者に求められる。

•国や自治体においては、外出時には混雑している場所や時間を避けて少人数で行動するよう周知を行うことや、企業におけるテ
レワーク等の推進状況を踏まえた柔軟な働き方の実施に向けて呼びかけを行うことが必要。また、自治体においては、ワクチン接
種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。

• 10月15日に示された政府の方針に基づき、ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに
強化するとともに、次の感染拡大に備えた医療提供体制・公衆衛生体制の強化を進めていくことが求められる。

• 11月8日の新型コロナウイルス感染症対策分科会で新たなレベル分類の考え方が示された。各自治体では、予測ツール及びその
他の指標を基に推計される一定期間後の必要病床数について、これまでの感染拡大時のデータ等を用いた検討が求められる。
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※1

※2
※3

※4

※5
※6
※7

チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から（退院者及び死亡者については令和2年4月21日公表分から）、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げた
ものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数（再陽性例を含む）を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。
前日の検査実施人数が確認できない場合については最終公表時点の数値との差分を計上している。
PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者数として
改めて計上していない県があるため、合計は一致しない。
国内事例には、空港・海港検疫にて陽性が確認された事例を国内事例としても公表している自治体の当該事例数は含まれていない。
一部の都道府県における重症者数については、都府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室（ICU）等での管理が必要な患者は含まれていない。
令和2年7月29日から順次、抗原定量検査を実施しているため、同検査の件数を含む。なお、空港・海港検疫の検査実施人数等については、公表日の前日の0時時点で計上している。

PCR検査
実施人数(※3) 陽性者数

入院治療等を要する者 退院又は療養解除と
なった者の数 死亡者数 確認中(※4)

うち重症者
国内事例(※1,※5)
（チャーター便帰国
者を除く）

25,864,349 1,720,414 1,860 87 1,700,381 18,315 730 
(+51,123) (+209) (+4) (-5) (+211) (+5) (-7)

空港・海港検疫 1,174,453 4,509 76 0 4,425 8 0(+3,143) （+7） (-2) (+9)
チャーター便
帰国者事例 829 15 0 0 15 0 0

合計 27,039,631 1,724,938 1,936 87 1,704,821 18,323 730 
(+54,266) (+216) (+2) (-5) (+220) (+5) (-7)

新型コロナウイルス感染症の発生状況

【上陸前事例】括弧内は前日比

PCR検査陽性者
※【 】は無症状病原体保有者数 退院等している者 人工呼吸器又は集中治療室

に入院している者 ※４
死亡者

クルーズ船事例
（水際対策で確認）
（3,711人）※１

712※２
【331】 659※３ ０※６ 13※５

※令和3年11月11日24時時点【国内事例】括弧内は前日比

※2 ※6

※7

※１ 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※２ 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※３ 退院等している者659名のうち有症状364名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※４ 37名が重症から軽～中等症へ改善(うち37名は退院) 
※５ この他にチャーター便で帰国後、令和2年3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
※６ 新型コロナウイルス関連疾患が軽快後、他疾患により重症の者が1名いる。

※2 ※6
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10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日
直近１週間合計

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 10月29日から
11月4日まで

11月5日から
11月11日まで 増減率 （人口10万対）

全 国 291 283 215 80 216 259 145 220 232 157 102 196 197 209 2,802 1,489 1,313 0.88 1.04 全 国

北 海 道 8 8 11 3 14 13 4 13 13 10 6 13 8 8 132 61 71 1.16 1.35 北 海 道
青 森 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 0.33 0.08 青 森
岩 手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 岩 手
宮 城 2 3 2 0 2 1 0 1 3 0 0 0 1 0 15 10 5 0.50 0.22 宮 城
秋 田 3 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 6 5 24 9 15 1.67 1.55 秋 田
山 形 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.00 0.00 山 形
福 島 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 2.00 0.11 福 島
茨 城 4 6 3 0 1 1 1 1 2 4 1 2 3 3 32 16 16 1.00 0.56 茨 城
栃 木 2 1 2 0 0 2 0 2 5 0 2 3 0 1 20 7 13 1.86 0.67 栃 木
群 馬 15 2 4 3 4 11 1 1 2 1 2 2 3 1 52 40 12 0.30 0.62 群 馬
埼 玉 12 13 12 3 7 7 6 10 6 2 3 14 17 8 120 60 60 1.00 0.82 埼 玉
千 葉 7 13 3 3 17 13 5 7 10 3 4 9 9 7 110 61 49 0.80 0.78 千 葉
東 京 24 23 22 9 18 25 14 25 29 21 18 30 25 31 314 135 179 1.33 1.29 東 京
神 奈 川 8 7 10 6 10 7 22 9 14 9 11 12 14 14 153 70 83 1.19 0.90 神 奈 川
新 潟 1 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 2 1 2 14 6 8 1.33 0.36 新 潟
富 山 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.00 0.00 富 山
石 川 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 2.00 0.18 石 川
福 井 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 9 2 0.22 0.26 福 井
山 梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 山 梨
長 野 3 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 15 7 8 1.14 0.39 長 野
岐 阜 14 13 4 4 10 18 9 17 17 5 2 5 6 4 128 72 56 0.78 2.82 岐 阜
静 岡 2 5 0 0 3 5 1 0 3 1 0 5 2 0 27 16 11 0.69 0.30 静 岡
愛 知 21 18 12 5 10 22 1 15 12 16 4 5 8 9 158 89 69 0.78 0.91 愛 知
三 重 4 4 4 0 7 5 0 3 2 0 0 0 0 0 29 24 5 0.21 0.28 三 重
滋 賀 1 4 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 1 16 10 6 0.60 0.42 滋 賀
京 都 5 4 7 3 3 5 3 5 4 3 2 8 7 6 65 30 35 1.17 1.36 京 都
大 阪 52 49 45 7 36 53 20 32 39 39 15 28 26 64 505 262 243 0.93 2.76 大 阪
兵 庫 23 19 12 2 11 25 11 17 23 2 5 16 15 4 185 103 82 0.80 1.50 兵 庫
奈 良 5 6 7 0 3 3 3 4 0 4 0 4 4 6 49 27 22 0.81 1.65 奈 良
和 歌 山 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 1 0.25 0.11 和 歌 山
鳥 取 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.00 0.00 鳥 取
島 根 11 5 9 3 3 2 0 2 2 3 0 0 0 0 40 33 7 0.21 1.04 島 根
岡 山 9 9 8 5 14 12 18 12 14 10 6 11 14 9 151 75 76 1.01 4.02 岡 山
広 島 8 19 5 4 8 6 3 5 6 7 6 5 4 8 94 53 41 0.77 1.46 広 島
山 口 10 4 5 1 4 0 0 7 3 4 6 2 5 11 62 24 38 1.58 2.80 山 口
徳 島 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 3 1.50 0.41 徳 島
香 川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 香 川
愛 媛 6 6 1 1 7 2 0 5 5 3 1 1 2 0 40 23 17 0.74 1.27 愛 媛
高 知 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0.00 0.00 高 知
福 岡 12 17 10 7 5 5 9 6 6 2 2 4 7 2 94 65 29 0.45 0.57 福 岡
佐 賀 1 0 0 1 1 2 1 0 3 0 0 2 1 0 12 6 6 1.00 0.74 佐 賀
長 崎 5 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 12 1 0.08 0.08 長 崎
熊 本 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 2 3 1.50 0.17 熊 本
大 分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 大 分
宮 崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 宮 崎
鹿 児 島 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00 鹿 児 島
沖 縄 6 11 2 1 11 6 8 15 3 4 2 4 5 3 81 45 36 0.80 2.48 沖 縄

※１　過去分の報告があった県については、報告日別に過去に遡って計上した

※２　人口10万対の人数は、令和元年10月１日現在の都道府県別推計人口（総務省）により算出している

増減率が１より
大きく、直近１週
間合計が１以上
の都道府県数

直近1週間の新規
陽性者数ゼロの都
道府県数

6 10

都道府県別新規陽性者数（自治体公表値）（空港検疫、チャーター便、クルーズ船案件を除く）

報告日
直近２週間の合計
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療養を要する者 重症者（10倍） 新規陽性者日別（10倍） 新規陽性者7日間移動平均（10倍） 新規死亡者（7日間移動平均）（200倍） 重症者割合

※１ チャーター便を除く国内事例。令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げ
たものに変更した。
※２ 重症者割合は、集計方法を変更した令和2年5月8日から算出している。重症者割合は「療養を要する者」に占める重症者の割合。
※３ 療養を要する者・重症者と新規陽性者及び新規死亡者は表示上のスケールが異なるので（新規陽性者及び重症者数は10倍、新規死亡者は200倍に拡大して表示）、比較の場合には留意が必
要。
※４ 一部の都道府県においては、重症者数については、都道府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室（ICU）等での管理が必要な患者は含まれていない。
※ 5 集計方法の主な見直し：令和3年5月19日公表分から沖縄県について、令和3年5月26日公表分から大阪府・京都府について、重症者の定義を従来の自治体独自の基準から国の基準に変更し集
計を行った。

重症者・新規陽性者数等の推移

8月23日
262人

8月7日
1,597人

4月30日

328人

4月11日

644人

8月9日

1,373人

8月10日
13,724人

5月8日

6,302人

6月11日

9.6％

5月４日
11,935人

※()内は１週間前の数値

療養を要する者・重症者・新規陽性者・新規死亡者（人） 重症者割合（％）

11月11日

11月11日

(213人)
188人

11月11日
1,860人
(2,280人)

4人
11月11日

(8人)

11月11日
87人

(103人)

209人

(145人)

11月11日
4.7%

(4.5%)



全 国, 0.99

首都圏(1都3県), 0.97

関西圏(2府1県), 1.9

中京圏(3県), 1.12

その他(37道県), 0.72
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United Kingdom 494.71
Germany 381.54
United States 227.98
France 134.17
Italy 103.97
Canada 65.83
Japan 1.43
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United States 3.51
United Kingdom 2.44
Germany 1.72
Italy 0.77
Canada 0.58
France 0.52
Japan 0.03
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次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像（案） 
 
 

 
令 和 ３ 年 1 1 月 1 2 日 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 
 
 
基本的考え方 
〇 ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療まで
の流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定して、次の感染拡
大に備える。 

 
〇 このため、デルタ株への置き換わりなどによる今夏のピーク時にお
ける急速な感染拡大に学び、今後、感染力が２倍（※）となった場合にも
対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の
確保を進める。 

 
〇 こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこ

れまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損
なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を
踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とす
る新たな日常の実現を図る。 

 
〇 その上で、感染力が２倍を大きく超え、例えば感染力が３倍（※）とな

り、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強
い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責任において、コロ
ナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体
的措置を講ずる。 

 
（※）「感染力が２（３）倍」とは、若年者のワクチン接種が 70％まで進展し、それ以外の条

件が今夏と同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や、生活行動の変化などによ

る、「今夏の実質２（３）倍程度の感染拡大が起こるような状況」のことである。 

 

 

１．医療提供体制の強化 

（１）病床の確保、臨時の医療施設の整備（数値は 11 月 11 日時点のもの） 

〇 入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に

受け入れられ、確実に入院につなげる体制を整備する。 

今夏の各都道府県のピーク時においては最大約 2.8 万人の入院が必

要となったが、今後、感染力が２倍となった場合にも対応できるよう、

ワクチン接種の進展等による感染拡大の抑制効果等も勘案しつつ、以下

資料２－１ 
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の取組により、今夏と比べて約３割増（約１万人増）の約 3.7 万人が入

院できる体制を 11 月末までに構築する。 

・ 病床の増床や臨時の医療施設における病床確保（入院患者の受入

約５千人増（病床約６千床増の８割（使用率））） 

・ 確保病床の使用率の向上（入院患者の受入約５千人増） 

 

  あわせて、入院調整中の方や重症化していないものの基礎疾患等の

リスクがある方が安心して療養できるようにするため、臨時の医療施

設・入院待機施設の確保により、今夏と比べて約４倍弱（約 2.5 千人

増）の約 3.4 千人が入所できる体制を構築する。 

 

〇 上記の一環として、公立公的病院の専用病床化を進め、国が要求・要

請を行った公立公的病院において、全国で今夏と比べ、約 2.7 千人の

入院患者の受入増（病床増約 1.6 千床分）を可能とするとともに、都道

府県に設置する臨時の医療施設等に医療人材を派遣できるようにする。 

 
  

（参考）国が要求・要請を行った公立公的病院の取組強化（11 月１日時点） 

・国立病院機構（NHO）   入院受入  1,814 人 →  2,251 人（  437 人増） 

確保病床  2,290 床 →  2,758 床（  468 床増） 

・地域医療機能推進機構（JCHO）  入院受入   694 人 →    925 人（  231 人増） 

確保病床   911 床 →  1,156 床（  245 床増） 

・その他    入院受入  8,156 人 → 10,205 人（2,049 人増） 

確保病床 10,120 床 → 11,039 床（  919 床増） 

 

〇 感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府県と

医療機関の間において、要請が行われてから確保病床を即応化するま

での期間や患者を受け入れることができない正当事由等について明確

化した書面を締結するとともに、休床病床の運用の効率化を図りつつ、

病床使用率を勘案した病床確保料に見直しを行うこと等により、感染

ピーク時において確保病床の使用率が８割以上となることを確保する。

なお、これに併せて、緊急包括支援交付金の病床確保料については、来

年（2022 年）１月以降も当面継続する。 

 

〇 感染拡大時においても入院が必要な者が確実に入院できる入院調整

の仕組みを構築するとともに、フェーズごとの患者の療養先の振り分

けが明確になるスコア方式等を導入する等、転退院先を含め療養先の

決定の迅速・円滑化を図る。 
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（２）自宅・宿泊療養者への対応 

〇 都道府県の推計では、今後の感染ピーク時における自宅・宿泊療養者

は、約 23 万人と想定されているが、これら全ての方について、陽性判

明当日ないし翌日に連絡をとり、健康観察や診療を実施できる体制を

確保する。 

このため、従来の保健所のみの対応を転換し、保健所の体制強化のみ

ならず、オンライン診療（※）・往診、訪問看護の実施等について、医療

機関、関係団体等と委託契約や協定の締結等を推進しつつ、全国でのべ

約 3.2 万の医療機関等と連携し、必要な健康観察・診療体制を構築す

る。 

・ 医療機関   約 1.2 万機関 

・ 訪問看護ステーション  約１千機関 

・ 薬局   約 1.9 万機関 

 
 （※）参考：東京都における複数の自宅・宿泊療養者と複数の医師のマッチングを行う「多

対多オンライン診療システム」や、神奈川県における輪番制の医師によるオンライン

診療等の取組などの事例も参考に、各地域の取組を推進する。 

 

〇 また、宿泊療養施設について、家庭内感染のリスク等に対応するため、

約 1.4 万室増の約 6.1 万室を確保する。 

 

〇 さらに、症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また、重

症化を未然に防止する観点から、全ての自宅療養者にパルスオキシメ

ーターを配付できるよう、総数で約 69 万個を確保する。治療薬につい

ても、中和抗体薬・経口薬については、入院に加えて外来・往診まで、

様々な場面で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経口薬につい

ては、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬局に来所

しなくても手に入れることができるような環境作りを支援する。 

 

（３）医療人材の確保等 

〇 感染拡大時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に稼

働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、医療

人材派遣について協力可能な医療機関数、派遣者数を具体化するとと

もに、人材確保・配置調整等を一元的に担う体制を構築する。また、東

京都においては、医療機関等からの派遣可能な具体的人員の事前登録

制を進めることとしており、こうした取組を横展開する。 
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 （参考）都道府県の具体例 
上記の取組のほか、関係団体と連名で全病院に緊急時の医療人材の応援派遣を依頼し

調整している例や、地域の医療機関から臨時の医療施設等への輪番派遣制により体制を

構築する例、医療人材の派遣協定をあらかじめ締結する例などもあり、こうした取組も

参考に、各地域における人材確保を推進する。 
 

〇 また、国立病院機構等の公立公的病院において、都道府県に設置する

臨時の医療施設等に医療人材を派遣できるようにする。（再掲） 

 

（４）ＩＴを活用した稼働状況の徹底的な「見える化」 

〇 医療体制の稼働状況を G-MIS やレセプトデータ等を活用して徹底的

に「見える化」する。 

・ 都道府県内の医療機関や救急本部との間で、病床の確保・使用状況

を日々共有できる体制を構築するとともに、個々の医療機関における

G-MIS への病床の使用状況等の入力を徹底すること（補助金の執行要

件化）により、12 月から医療機関別の病床の確保・使用率を毎月公表

する。 

・ 12 月から毎月、レセプトデータを用いてオンライン診療・往診など

自宅療養者に対する診療実績を集計し、地域別（郡・市・区別）に公

表する。 

・ 国が買い上げて医療機関に提供する中和抗体薬など新型コロナウ

イルス感染症の治療薬の投与者数について、都道府県別に毎月公表す

る。 

 

（５）さらなる感染拡大時への対応 

〇 今夏の感染拡大時においては、地域によって、人口の密集度、住民の

生活行動等によって感染状況の推移は異なり、また、病床や医療人材等

の医療資源にも差があることから、医療提供体制のひっ迫状況は、地域

によって様々であった。その中で、病床がひっ迫した地域においては、

緊急事態宣言の下で、個々の医療機関の判断でコロナ対応のためにコ

ロナ以外の通常医療の制限が行われていたが、今後、地域によって、仮

に感染力が２倍を超える水準になり、医療のひっ迫が見込まれる場合

には、国民に対し、更なる行動制限（後述）を求め、感染拡大の防止を

図る。あわせて、国の責任において、感染者の重症化予防等のため地域

の医療機関に協力を要請するとともに、更なるコロナ以外の通常医療

の制限の下、緊急的な病床等を確保するための追加的な措置を講ずる。 
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〇 具体的には、医療の確保に向けて、国の責任において、入院対象者の

範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、国及び都道

府県知事が、 

・ 自宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療機関

に対し、健康観察・診療等について最大限の協力を要請するとともに、 

・ コロナ患者の入院受入病院に対し、短期間の延期ならリスクが低い

と判断される予定手術・待機手術の延期等の実施を求めるほか、 

・ 国立病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公立公的病院

に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療人材の派遣等

の要求・要請を行うとともに、民間医療機関に対しても要請を行うこ

ととする。 

 

〇 さらに、感染力が２倍を大きく超え、例えば３倍となり、更なる医療

のひっ迫が見込まれる場合には、大都市のように感染拡大のリスクが

高く、病床や医療人材が人口比で見て少ない地域等では、コロナ以外の

通常医療の制限措置の実施の徹底や地域内での追加的な病床の確保、

医療人材の派遣等の措置を図ったとしても、増加する重症患者等への

医療の提供が困難となる事態が生じる可能性がある。こうした事態の

発生が見込まれる場合には、当該地域以外に所在する医療機関に対し、

必要に応じコロナ以外の通常医療の制限措置を行い、当該地域の臨時

の医療施設に医療人材の派遣等を行うよう、法で与えられた権限に基

づき、国が要求・要請を行い、医療の確保を図る。 

 

〇 同時に、コロナ以外の通常医療の制限措置等は、一時的とはいえ、国

民に対し大きな不安を与えるほか、医療現場にも大きな負荷を伴うこ

とから、こうした措置が速やかに解除されるよう、感染者数の増加に歯

止めをかけ、減少させるため、国民に対し、更なる行動制限を求める等

の実効性の高い強力な感染拡大防止措置を併せて講ずる。 

 

〇 更なる行動制限については、具体的には、人との接触機会を可能な

限り減らすため、例えば、飲食店の休業、施設の使用停止、イベント

の中止、公共交通機関のダイヤの大幅見直し、職場の出勤者数の大幅

削減、日中を含めた外出自粛の徹底など、状況に応じて、機動的に強

い行動制限を伴う要請を行う。 

 

〇 もちろん、こうした厳しい事態に陥らないよう、ワクチン、検査、治

療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化

するとともに、国民の理解と協力の下、機動的に効果的な行動制限を行
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うことにより、急激な感染拡大の抑制を図っていくことを基本として

対応する。 

また、今後、重症化予防効果の高い経口薬等の利用が可能となれば、

仮に感染力が高まっても入院を必要とする者の減少が見込まれ、医療

現場への負荷も軽減されることが期待されることから、引き続き、経口

薬の実用化に向けて、全力で取り組む。 

 

 

２．ワクチン接種の促進 

（１）１回目・２回目接種 

〇 11 月 11 日公表時点で、１回目の接種率は 78.2％、２回目の接種率

は 74.5％であり、11 月中に希望する者への接種を概ね完了する見込み

である。 

 

〇 追加接種が開始される 12 月以降も、若年者を含め１回目・２回目未

接種者に対する接種機会を確保する。 

 

〇 小児（12 歳未満）へのワクチン接種について、米国や欧州の薬事当

局の審査状況を見据えつつ、企業から薬事申請がなされ、承認に至った

場合には、厚生科学審議会での了承を得た上で、接種を開始する。 

 

（２）追加接種 

〇 ２回目接種完了から、概ね８か月以降に、追加接種対象者のうち、接

種を希望する全ての方が追加接種を受けられるよう、体制を確保する。 

 

ア 追加接種のためのワクチンの確保 

〇 ２回目接種を完了した全ての方が、追加接種の対象者となった場合

でも、必要とされるワクチンを確保している。 

 

〇 追加接種では、今年（2021 年）供給を受けるワクチンの残余と、来

年（2022 年）供給を受けるワクチンを用いる。来年（2022 年）に関し

ては、年初頭から順次、３種類のワクチンで３億 2,000 万回分の供給

を受ける契約を締結済みであることから、追加接種に必要なワクチン

を確保できる見込みである。 
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イ 追加接種の体制 

〇 12 月から追加接種を開始できるよう、都道府県及び市町村と緊密に

連携を図りながら、適切に体制を整備する。 

 

〇 都道府県及び市町村に対して、12 月からの接種に向けて体制を整備

するよう要請しており、引き続き、円滑な接種の実施のために全額国費

を基本として必要な支援を行う。 

 

〇 追加接種の対象者については、11 月 15 日に厚生科学審議会に諮り、

その意見を踏まえて決定する。 

 

〇 ２回目接種完了者のほぼ全てが追加接種の対象者となった場合は、

職域接種も実施することとし、１回目・２回目接種を実施した企業、大

学等から、職域接種の希望を募り、来年（2022 年）３月を目途に追加

接種を開始することとする。 

 

ウ スケジュール 

〇 ２回目接種完了の実績を踏まえると、医療従事者等の追加接種は 12

月１日から、高齢者等の追加接種は来年（2022 年）１月からの開始が

見込まれる。このためのスケジュールは以下のとおりである。 

 

 11 月 15 日 ファイザー社ワクチンの追加接種について、対象者、追

加接種に必要となる省令改正等を厚生科学審議会に諮

問答申 

 

 11 月中下旬 市町村より、接種券を順次送付開始 

 自治体に対し、12 月及び来年１月接種分として、ファイ

ザー社ワクチン約 400 万回を配分（以後、順次、必要量

を配分） 

 

 12 月１日 追加接種の関係省令を施行。以降、市町村において順次

ファイザー社ワクチンによる追加接種を開始 

 

 12 月下旬以降 モデルナ社ワクチンの追加接種について、厚生科学審議

会に諮問答申 
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 来年１月   自治体等に対し、モデルナ社ワクチンの配分開始（以降、 

順次必要量を配分） 

  

 来年２月 モデルナ社ワクチンによる追加接種開始 

 
（※）上記スケジュールは、厚生科学審議会における審議を踏まえ変更されることがあり

得る。 

 

エ その他 

〇 追加接種に使用するワクチンについては、１回目・２回目に使用した

ワクチンの種類を問わず使用可能とすることも含め、11 月 15 日に厚生

科学審議会において審議する。 

 

 

３．治療薬の確保 

〇 新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経口薬を含め、

開発費用として１薬剤当たり最大約 20 億円を支援し、経口薬について

年内の実用化を目指す。また、治療薬の作用する仕組みや開発ステージ

は様々であることや、軽症から中等症の重症化リスクを有する者が確

実に治療を受けられるようにするため、複数の治療薬を確保し、必要な

量を順次納入できるよう、企業と交渉を進める。 

 

〇 感染力が２倍となった場合には、今夏の感染拡大の実績等を考慮す

れば、軽症から中等症の重症化リスクを有する者向けに最大で約 35 万

回分の治療薬が必要になるものと見込まれる。また、感染力が３倍とな

った場合には、最大で約 50 万回分の治療薬が必要になるものと見込ま

れる。 

これに対して、薬事承認され投与実績のある中和抗体薬については、

来年（2022 年）初頭までに約 50 万回分を確保する。 

 

○  あわせて、新たに実用化が期待される経口薬については、国民の治

療へのアクセスを向上するとともに、重症化を予防することにより、

国民が安心して暮らせるようになるための切り札である。世界的な獲

得競争が行われる中で、薬事承認が行われれば速やかに医療現場に供

給し、普及を図っていく。供給量については、合計約 60 万回分（薬事

承認が行われれば年内に約 20 万回分、年度内に更に約 40 万回分）を

確保する。 
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〇 さらに、今冬をはじめ中期的な感染拡大にも対応できるよう、更なる

治療薬（中和抗体薬、経口薬）の確保に向けて取り組む（経口薬につい

ては、追加で約 100 万回分、上記と合計してこれまでに約 160 万回分

を確保している）。 

 

〇 中和抗体薬・経口薬については、入院に加えて外来・往診まで、様々

な場面で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経口薬については、

かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬局に来所しな

くても手に入れることができるような環境作りを支援する。（再掲） 

なお、主に重症者向けの抗ウイルス薬については、既に市場に流通し、

使用されている。 

 

 

４．国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復 

〇 ワクチン接種の進捗や中和抗体治療の普及により重症化する患者数

が抑制され、医療提供体制の強化とあいまって、病床逼迫がこれまで

よりも生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損な

う事態を回避することが可能となる。 

 

〇 また、飲食店の第三者認証制度の普及のほか、各業界における感染

対策のガイドラインの普及・更新などの感染防止の取組の進展を踏ま

えれば、今後、誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備やワ

クチン接種証明の活用等を進めることと併せて、日常生活や経済社会

活動に伴う感染リスクを以前よりも引き下げることができる。 

 

〇 このような状況変化を踏まえ、今後は、感染拡大を防止しながら、

日常生活や経済社会活動を継続できるよう行動制限の緩和の取組を進

めていく。その具体的内容については、速やかに「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的対処方針」という。）

において示す。ただし、緊急事態宣言等の下で、コロナ以外の通常医

療への制限が必要となる場合等には、行動制限の緩和を停止すること

もあり得る。 

 

（１）誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備 

〇 日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるために

は、ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であり、都

道府県が、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない者を対
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象として、経済社会活動を行う際の検査を来年３月末まで予約不要、

無料とできるよう支援を行う。 

あわせて、感染拡大の傾向が見られる場合に、都道府県の判断によ

り、ワクチン接種者を含め感染の不安がある無症状者に対し、検査を

無料とできるよう支援を行う。 

 

〇 保険診療として実施されている PCR 検査等について、その価格が自

費検査価格に影響を与えているとの指摘もある中で、実勢価格を踏ま

えて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえて、年内を目途に必

要な見直しを行う。 

 

（２）電子的なワクチン接種証明のスケジュール・活用方法 

ア ワクチン接種証明書のデジタル化 

〇 年内に、ワクチン接種証明書のデジタル化を実現する。電子的なワ

クチン接種証明書は、スマートフォン上で専用アプリからマイナンバ

ーカードによる本人確認の上で申請・取得し、二次元コードとともに

表示可能とする。紙によるワクチン接種証明書についても引き続き発

行し、二次元コードを記載する。これら二次元コードには電子署名を

付与し、偽造防止措置を講ずる。 

 

イ ワクチン接種証明書の活用方法 

〇 ワクチン接種証明書のデジタル化により、海外渡航時における出入

国時でのワクチン接種履歴の確認を効率的に行えるようにするととも

に、日本入国時の円滑な確認体制を整備する。 

 

〇 ワクチン接種証明書は、デジタル化に合わせて、海外渡航用だけで

なく、国内での利用が容易となり、その活用が進むものと見込まれ

る。 

 

〇 国内では、民間が提供するサービス等においては、接種証明の幅広

い活用が想定されるところであり、また、日常生活や経済社会活動に

おける感染リスクを引き下げるために、飲食店やイベント主催者等

が、ワクチン接種証明書の画面を確認することなどにより、ワクチン

接種履歴を確認できるようにする。 

 
（※）二次元コードについては仕様を公開することとしており、これを読み取ることも可

能。 
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（３）感染状況を評価する新たな基準の考え方 

〇 変異株の状況やワクチンの有効性などの知見を踏まえ、緊急事態措

置等の前提となる感染状況（ステージ）について、11 月８日の新型コ

ロナウイルス感染症対策分科会の提言を受け、医療のひっ迫状況によ

り重点を置いた考え方に見直しを行うこととし、速やかに基本的対処

方針を改正する。 

 

（４）新型コロナの影響を受ける方々への支援 

〇 住民税非課税世帯や子育て世帯・学生などコロナでお困りの皆様に

対する給付金等の支援を行う。詳細は経済対策において決定する。 

 

（５）今後のさらなる対応 

〇 これまでの新型コロナウイルスへの対応を徹底的に検証をしつつ、

以下の取組を進める。 

１．今後の感染症への対応として、病床や医療人材の確保等につい

て、国や自治体が迅速に必要な要請・指示をできるようにするた

めの法的措置を速やかに検討する。 

２．治療薬やワクチンについて、安全性や有効性を適切に評価しつ

つ、より早期の実用化を可能とするための仕組み、ワクチンの接

種体制の確保など、感染症有事に備える取組について、より実効

性ある対策を講ずることができるよう法的措置を速やかに検討す

る。 

３．また、行政のあり方も含めた司令塔機能の強化等により、危機管

理の抜本的な強化を検討する。 



次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像（概要）（案） 令和３年11月12日
新型コロナウイルス感染症対策本部

○ ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定して、次の感染拡大に備える
○ 今夏のピーク時における急速な感染拡大に学び、今後、感染力が２倍(※)となった場合にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、

治療薬の確保を進める
○ こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を

回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る
○ 例えば感染力が３倍(※)となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責

任において、コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を講ずる

(※) 「感染力が２（３）倍」とは、若年者のワクチン接種が70％まで進展し、それ以外の条件が今夏と同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や、生活行動の変化などによる、
「今夏の実質２（３）倍程度の感染拡大が起こるような状況」のことである

【基本的考え方】

○今後、地域によって、仮に感染力が２倍を超える水準になり、医療のひっ迫が見込まれる場合、国民に更なる行動制限(※)を求めるとともに、国の責任において、
コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための追加的な措置を講ずる
・国・都道府県知事は地域の医療機関に診療等について最大限の協力を要請
・コロナ患者受入病院に、短期間の延期ならリスクが低いと判断される予定手術・待機手術の延期等を求める
・公立公的病院に追加的な病床確保や医療人材派遣等を要求。民間医療機関にも要請

５）さらなる感染拡大時への対応

○感染力が２倍を超え、例えば３倍となり、更なる医療のひっ迫が見込まれる場合、大都市のように感染拡大のリスクが高く病床や医療人材が人口比で見て少ない
地域等について、当該地域以外の医療機関に、コロナ以外の通常医療の制限措置を行い、医療人材派遣等を行うよう、国が要求・要請。こうした措置が速やかに
解除されるよう、国民には更なる行動制限(※)を求める

１）病床の確保、臨時の医療施設の整備 ２）自宅・宿泊療養者への対応

３）医療人材の確保等
４）ITを活用した稼働状況の徹底的な「見える化」
医療体制の稼働状況をG-MISやレセプトデータなどを活用して
徹底的に「見える化」
・病床確保・使用率（医療機関別・毎月） ・治療薬の投与者数（都道府県別・毎月）
・オンライン診療・往診等自宅療養者に対する診療実績（地域別・毎月）

感染拡大時に臨時の医療施設等が円滑に稼働できるよう、医療人材の確保・
配置調整を担う体制を構築
・医療人材派遣に協力可能な医療機関数、派遣者数を具体化
・人材確保・配置調整等を一元的に担う体制を構築
・公立公的病院から臨時の医療施設等に医療人材を派遣

１．医療提供体制の強化
＜今後の感染拡大に備えた対策＞

入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に
受け入れられ、確実に入院につなげる体制を11月末までに整備
○今夏と比べて約３割増の患者（約１万人増（約2.8万人→約3.7万人））の入院が可能に

・病床の増床や臨時の医療施設における病床確保
（約５千人増（病床約６千床増の８割（使用率）））

・感染ピーク時において確保病床使用率８割以上を確保（約５千人増）
・入院調整の仕組みの構築、スコア方式の導入等による療養先の決定の迅速・円滑化

※公的病院の専用病床化（約2.7千人の入院患者の受入増（病床増約1.6千床分））
○今夏と比べて約４倍弱（約2.5千人増）の約3.4千人が入所できる臨時の医療施設・入院待機

施設を確保

全ての自宅・宿泊療養者に、陽性判明当日ないし翌日に連絡をとり、
健康観察や診療を実施できる体制を確保
・保健所の体制強化
・今夏と比べて約３割増の宿泊療養施設の居室の確保 (約1.4万室増 (約4.7万室→約6.1万室) )
・従来の保健所のみの対応を転換し、約3.2万の地域の医療機関等と連携してオンライン診

療・往診、訪問看護等を行う体制を構築

症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また重症化を未然に
防止する体制を確保
・全ての自宅療養者にパルスオキシメーターを配付できるよう総数で約69万個を確保
・入院に加え外来・往診まで様々な場面で中和抗体薬・経口薬を投与できる体制構築

※更なる行動制限については、具体的には、人との接触機会を可能な限り減らすため、例えば、飲食店の休業、施設の使用停止、イベントの中止、公共交
通機関のダイヤの大幅見直し、 職場の出勤者数の大幅削減、日中を含めた外出自粛の徹底など、状況に応じて、機動的に強い行動制限を伴う要請を行う

※上記の数値は11月11日時点のもの

資料２－２



２．ワクチン接種の促進

３．治療薬の確保

○ 国産経口薬を含む治療薬の開発費用として１薬剤当たり最大約20億円を支援し、経口薬について年内の実用化を目指す
○ 軽症から中等症の重症化リスク保有者が確実に治療を受けられるよう、複数の治療薬を確保し、必要な量を順次納入できるよう企業と交渉を進める

経口薬は治療へのアクセスを向上・重症化予防により、国民が安心して暮らせるようになるための切り札
年内の実用化を目指すとともに、必要量を確保

11月中に希望する方への接種を概ね完了見込み
12月から追加接種を開始。追加接種対象者のうち、希望する全ての方が接種を受けられるよう体制を確保

○ 11月中に希望する方への２回のワクチン接種を概ね完了見込み（11/11公表時点接種率：１回目78.2％ ２回目74.5％）

・今後も若年者を含め１回目・２回目未接種者に対する接種機会を確保
・小児（12歳未満）への接種について、企業から薬事申請がなされ、承認に至った場合には厚生科学審議会の了承を得た上で接種を開始

○ 12月から追加接種を開始。２回目接種完了から概ね８か月以降に、追加接種対象者のうち希望する全ての方が受けられるよう体制を確保
・２回目接種を完了した全ての方に追加接種可能なワクチン量を確保（来年は3億2千万回分の供給契約を締結済み）
・12月からの接種に向けて都道府県・市町村で体制を整備。国は全額国費を基本として必要な支援を行う
・２回目接種完了者のほぼ全てが追加接種の対象者となった場合、来年３月を目途に職域接種による追加接種を開始

■感染力が２倍となった場合、軽症から中等症の重症化リスク保有者向けに最大約35万回分（感染力が３倍となった場合は最大約50万回分）の治療薬が必要な見込み
・中和抗体薬について、来年（2022年）初頭までに約50万回分を確保
・経口薬について、薬事承認が行われれば速やかに医療現場に供給。合計約60万回分を確保（薬事承認が行われれば年内に約20万回分、年度内に更に約40万回分）
・さらに、今冬をはじめ中期的な感染拡大にも対応できるよう、更なる治療薬の確保に向けて取り組む（経口薬については、追加で約100万回分、計約160万回分確保）

４．国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復

＜誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の拡大・環境整備＞
・都道府県が、健康理由等でワクチン接種できない者を対象として、経済社会活動を行う際の検査を予約不要、無料とできるよう支援

併せて感染拡大時に、都道府県判断により、感染の不安がある無症状者に対し、検査を無料とできるよう支援
・PCR検査の実勢価格を踏まえた保険収載価格の検証、年内を目途に必要な見直し

＜電子的なワクチン接種証明＞
・これまでは紙で海外渡航用に限定して発行していたが、年内にワクチン接種証明書をデジタル化、国内でも利用可能とする

＜感染状況を評価する新たな基準の考え方＞
・１1月８日のコロナ分科会の提言を受け、医療のひっ迫状況により重点を置いた考え方に見直しを行うこととし、速やかに基本的対処方針を改正

＜新型コロナの影響を受ける方々への支援＞
・住民税非課税世帯や子育て世帯・学生などコロナでお困りの皆様に対する給付金等の支援を行う。（詳細は経済対策で決定）

＜今後のさらなる対応＞
・今後の感染症への対応として、病床や医療人材の確保等に関する国や自治体の迅速な要請・指示等に係る法的措置を速やかに検討
・また、行政のあり方も含めた司令塔機能の強化等により、危機管理の抜本的な強化を検討

感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう、行動制限の緩和の取
組を進めていく。具体的内容は、速やかに基本的対処方針において示す。ただし、緊急事態
宣言等の下で、コロナ以外の通常医療への制限が必要となる場合等には、行動制限の緩和を
停止することがあり得る
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〇従来のステージ分類の考え方は、ワクチン接種が行われていない時期における新規陽性者数と医療逼迫との関係の検証を
基に新規陽性者数を含めた様々な指標の目安を設定したものであった。

〇そうした中、最近になり、国民のワクチン接種率が70%を超え、医療提供体制の強化や治療薬の開発が進んできたことで、
新規陽性者数の中でも軽症者の割合が多くなり、重症者としての入院病床の利用も半分以下に減少してきている。

〇したがって、新型コロナウイルス感染症との向き合い方について、新たな考え方が求められる。
〇すなわち、医療逼迫が生じない水準に感染を抑えることで、日常生活の制限を段階的に緩和し、教育や日常生活、社会経
済活動の回復を促進すべきである。

〇一方で、地域の状況を個別に見ると新規陽性者数と医療逼迫との関係は都道府県によって大きく異なり、新規陽性者数の
目安を全国一律には設定できない状況になってきている。

〇このことから、各都道府県が、各地域の感染の状況や医療逼迫の状況を評価し、必要な対策を遅滞なく講じる必要が出て
きた。

〇今回の新たな提言ではレベルを５つに分類するが、具体的に目指すべきは、安定的に一般医療が確保され、新型コロナウイ
ルス感染症に対し医療が対応できている状況（レベル１）であり、その維持のためには、以下(1)-(3)の対策を進めることが
必要になる。

（１）ワクチン接種率の更なる向上及び追加接種の実施
（２）医療提供体制の強化（治療薬へのアクセス向上を含む）
（３）総合的な感染対策の継続

①個人の基本的感染防止策
②検査体制の充実及びサーベイランスの強化（国民の感染状況把握のための抗体検査等）
③積極的疫学調査の徹底（感染源調査及びワクチン・検査の戦略的実施等）
④様々な科学技術の活用（二次元バーコード（QRコード）、COCOA、健康観察アプリ、

二酸化炭素濃度測定器（CO2モニター）等）
⑤飲食店の第三者認証の促進

〇なお、医療提供体制の強化に関しては、常に医療機関と自治体が認識の一致に努め、最悪の状況も念頭に事前準備を
行い、感染拡大の状況などを踏まえて、段階的に進める体制を構築する必要がある。

Ⅰ．新たな考え方
新たなレベル分類の考え方 第10回新型コロナウイルス

感染症対策分科会



レベル１（維持すべきレベル）
〇安定的に一般医療が確保され、新型コロナウイルス感染症に対し医療が対応できている状況である。
〇このレベルを維持し、マスク着用など「Ⅰ．新たな考え方」において示した(1)-(3)の対策を継続すれば、教育や日常生活、
社会経済活動の段階的な回復も可能になる。

【求められる対策】
〇「Ⅰ．新たな考え方」において示した(1)-(3)の対策を行う必要がある。
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Ⅱ．新たなレベル分類

〇今回の５つのレベル分類の考え方は、感染の状況を引き続き注視するが、医療逼迫の状況
により重点を置いたものであり、都道府県ごとに感染の状況や医療逼迫の状況等を評価する
ためのものである。
〇各レベルで必要な対策を機動的に講じるタイミングについては、各都道府県が“予測ツー
ル”(※1)及びこれまで用いてきた様々な指標(※２)の双方を用いて総合的に判断する必要がある。

(※１)公開されている予測ツールやその他の推計。なお、予測に際しては、感染者数が少ない場合や予測時点が遠い場合には、精度が低くなることにも注意が必要である。
(※２)新規陽性者数、今週先週比、PCR陽性率、病床使用率、重症病床使用率、入院率、自宅療養者数及び療養等調整中の数の合計値、重症者数、中等症者数、
感染経路不明割合等のその他の指標の推移。中等症者数の状況については、各自治体のデータや国立感染症研究所の推計値等を参考に、新型コロナウイルス感染症
対策アドバイザリーボードにおいて公表していく予定である。

新たなレベル分類の考え方 第10回新型コロナウイルス
感染症対策分科会

レベル0（感染者ゼロレベル）
〇新規陽性者数ゼロを維持できている状況である。
〇大都市圏では感染が持続していても、都道府県によっては新規陽性者数がゼロの状況が在り得る。

【求められる対策】
〇「Ⅰ．新たな考え方」において示した(1)-(3)の対策を行う必要がある。



新たなレベル分類の考え方 第10回新型コロナウイルス
感染症対策分科会

レベル２（警戒を強化すべきレベル）
〇新規陽性者数の増加傾向が見られ、一般医療及び新型コロナウイルス感染症への医療の負荷が生じはじめているが、
段階的に対応する病床数を増やすことで、医療が必要な人への適切な対応ができている状況である。

〇このレベルでは、短期間にレベル３に移行する可能性があることから、様々な指標(※２)を注視しつつ、警戒を強化する必
要がある。

〇特に大都市圏でレベル２になった場合には、地方部への感染拡大を抑制するための施策を準備する必要がある。

【警戒強化のための状況の見える化】
〇都市部や地方部に関わらず、各都道府県は、地域の実情に合わせて、以下(1)-(2)に示す方法も用い、その時点の感
染や医療の状況及びその後の予測について見える化を進める必要がある。
（１）感染及び医療の状況についての“予測ツール”や上記の様々な指標(※２)の利用
（２）保健所ごとの感染状況の地図(※３)などの利用

(※３)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで提示していく。
〇レベル１からレベル２への移行の指標及び目安は、地域の実情に合わせて、保健所の逼迫も考慮し、病床使用率や新規
陽性者数も含め、各都道府県が具体的な数値を設定することが考えられる。

〇なお、地方部ではクラスターが少しでも発生すると新規陽性者数の急激な増加につながることが考えられることから、特に、
医療提供体制が脆弱な自治体ではレベル２への移行を早期に検討する必要がある。

〇その際、新規陽性者数自体は、これまでと同じ値であったとしても、ワクチン接種率の向上等により、これまでよりも医療へ
の負荷が小さくなっていることに留意する必要がある。

【求められる対策】
〇各都道府県は、上記の見える化を通して感染の状況を定期的に予測し、以下のような対策を講じることが必要となる。
〇自治体は人々が感染リスクの高い行動を回避するように呼びかけを行う必要がある。また、自治体は、感染拡大防止の
ために必要な対策を講じると共に、保健所が逼迫しないように保健所の体制強化を行う必要がある。

〇さらに、都道府県は、感染や医療の状況を踏まえ、医療機関と協力して、この時点で必要な病床を段階的に確保していく
必要がある。レベル２の最終局面では、一般医療に制限を加えつつも、レベル３の最終局面において必要となる病床の
確保に向け準備を行う必要がある。その際、都道府県は、コロナ医療として、オンライン診療の積極的な利用も含め、入
院療養、宿泊療養及び自宅療養を一体的に運用していく必要がある。

〇その他、国及び都道府県はレベル３で行う対策の準備を進める必要がある。
3
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レベル３（対策を強化すべきレベル）
〇一般医療を相当程度制限しなければ、新型コロナウイルス感染症への医療の対応ができず、医療が必要な人への適切
な対応ができなくなると判断された状況である。

〇レベル３に移行すると“強い対策”を講じる必要が出てくる。
〇このレベル３は、“強い対策”を講じるという意味においては、これまでのステージの考え方(※４)の概ねステージ３の最終局
面及びステージ４に当たる。
(※４)「感染再拡大（リバウンド）防止に向けた指標と考え方に関する提言」（令和３年４月15日提言）。

【対策強化のタイミング】
〇レベル２で用いた“予測ツール”及びその他の様々な指標（※２）に基づき、「３週間後に必要とされる病床数」を都道府
県ごとに推計する。

〇レベル２からレベル３への移行については、この「３週間後に必要とされる病床数」が各自治体において確保病床数に到
達した場合又は病床使用率や重症病床使用率が50%を超えた場合に、都道府県が総合的に判断する。その際には、
感染状況その他様々な指標（※２）も併せて評価する必要がある。

【求められる対策】
〇国及び都道府県は、自治体及び事業者、国民に対して、強い呼びかけを行う必要がある。
〇大都市圏では都道府県を越えた社会経済圏が一体の地域について広域的に“強い対策”を講じることが必要になる。そ
の際の“強い対策”には、病床の更なる確保に加え、例えば、緊急事態措置以外にも、感染拡大防止のために、クラス
ターが生じている場所や集団に対する集中的な対策（ワクチンや検査の戦略的かつ集中的な実施、飲食店やイベントの
人数や時間の制限、対面授業の自粛要請等）を講じることが考えられる。なお、社会経済活動の制限緩和のためのワク
チン・検査パッケージの利用については、状況に応じ、継続運用や停止を検討することも必要である。

〇一方、地方部では感染状況が多様であることから、まん延防止等重点措置も含め各地域にふさわしい効果的な対策を
講じる必要がある。

〇国は、都道府県の医療逼迫の状況等を総合的に判断して、感染拡大防止策及び医療提供体制の強化など必要な措
置を機動的に講じる必要がある。

新たなレベル分類の考え方 第10回新型コロナウイルス
感染症対策分科会
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〇レベル３で強化された対策については、「緊急事態措置解除の考え方」（令和３年９月８日提言）で示した以下の“医
療逼迫に関する指標”に基づき解除を行う必要がある。

（１）新型コロナウイルス感染症医療の負荷
①病床使用率：50%未満。
②重症病床使用率：50%未満。
③入院率：改善傾向にあること。
④重症者数：継続して減少傾向にあること。
⑤中等症者数：継続して減少傾向にあること。
⑥自宅療養者数及び療養等調整中の数の合計値(※５)：大都市圏では60人/10万人程度に向かって確実に減少していること。その他の
地域でも特に療養等調整中の数が減少傾向又は適正な規模に保たれていること。

(※５)保健所の逼迫の指標。当該指標については各地域の療養者への対応の在り方についての考え方も踏まえて評価すること。なお、今後、自宅療養者について、
日々、自宅に於いて臨床医のオンライン等による診療が受けられるようになった場合には、60人/10万人程度よりも高い値を目安として判断することも考えられる。

（２）一般医療への負荷(※６)

①救急搬送困難事案：大都市圏では減少傾向又は解消。
(※６)実務的・技術的に全国一律の把握や指標化が難しいとしても、今後、ICUの新型コロナウイルス感染症患者とそれ以外の患者の利用状況など、医療システム全
体を総合的に評価していくことが必要である。

（３）新規陽性者数(※７)

〇新規陽性者数については、２週間ほど継続して安定的に下降傾向にあることが前提となる。
(※７)大都市圏では、（１）⑥自宅療養者数及び療養等調整中の数の合計値の60人/10万人程度は新規陽性者数の50人/10万人程度に相当すると考えられる。

レベル４（避けたいレベル）
〇一般医療を大きく制限しても、新型コロナウイルス感染症への医療に対応できない状況である。
〇具体的には、このレベル４では、各自治体の最大確保病床数を超えた数の入院が必要となってくる。この段階になると集
中治療の再配分等も現場で検討せざるを得なくなる。

【求められる対策】
〇医療逼迫の状況によっては、都道府県及び医療の現場の判断に基づき、更なる一般医療の制限や積極的疫学調査の
重点化などを含めた対応が求められる。国においては、災害医療的な対応として都道府県の支援及び都道府県間の調
整を行うとともに、国民に対しても医療の状況について周知する必要がある。

新たなレベル分類の考え方 第10回新型コロナウイルス
感染症対策分科会

Ⅲ．強化された対策の解除


